
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬          

Ｑ：私は昨年から、投資顧問会社と投資顧

問契約を結び、その助言を受けて先物取引を

行っています。年会費と利益が出た場合、そ

の利益に一定の率を乗じて計算した成功報酬

を支払っていますが、こららは必要経費にな

りますでしょうか？                                    

                                              

Ａ：年会費及び成功報酬は、雑所得等の必

要経費になります。 

【解説】 

先物取引に係る雑所得等は申告分離課税の

対象とされているところ、雑所得等の金額は、

総収入金額から必要経費を控除して算出する

こととされています。 

また、必要経費の額に算入すべき金額につ

いては、①事業所得等の総収入金額に係る売

上原価、②総収入金額を得るため直接に要し

た費用の額、③その年における販売費、一般

管理費、④その他事業所得等を生ずべき業務

について生じた費用の額とされています。 

お尋ねの年会費は投資顧問会社から助言を

受けるために支払が不可欠なものですし、ま

た、成功報酬は投資顧問会社からの助言を受

けて行った先物取引の利益に一定の率を乗じ

て算定されるものですから、いずれも先物取

引に係る業務について生じた費用と認められ

ますから、先物取引に係る雑所得の計算上必

要経費に算入することができます。 
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